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石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本谷 正 憲

石 川 県 規 則 第 四 号

石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 五 十 九 号 )

第 八 条 第 一 項 中 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

石 川 県 白 山 に お け る 火 山 災 害 に よ る 遭 難 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本谷 正 憲

石 川 県 規 則 第 五 号

石 川 県 白 山 に お け る 火 山 災 害 に よ る 遭 難 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 石 川 県 白 山 に お け る 火 山 災 害 に よ る 遭 難 の 防 止 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 八 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ) の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

( 公 益 性 の 高 い 業 務 )

第 二 条 条 例 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。

一 巡 視 、 啓 発 活 動 そ の 他 火 山 災 害 に よ る 遭 難 の 防 止 を 目 的 と し て 行 う 業 務

二 白 山 国 立 公 園 の 管 理 業 務

三 森 林 管 理 署 の 業 務

白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー の 業 務

公 共 工 事 の 施 工 又 は 監 理 の 業 務

森 林 の 保 続 培 養 又 は 森 林 生 産 力 の 増 進 の た め に 行 う 伐 採 、 造 林 、 保 育 等 の 業 務

生 活 環 境 、 農 林 水 産 業 又 は 生 態 系 に 係 る 被 害 を 防 止 す る 目 的 で 行 う 狩 猟 の 業 務

四
六

五
七
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イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 設 備 又 は 工 作 物 の 設 置 、 維 持 、 解 体 そ の 他 の 業 務

イ 放 送 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ) 第 二 条 第 二 十 六 日 す に 規 定 す る 放 送 事 業 者 の 業 務 に 用 い ら れ る 電 気

通 信 設 備 ( 電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ) 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 設 備 を い う 。 ハ

に お い て 同 じ 。 )

ロ 電 気 事 業 法 ( 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ) 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 の 用 に 供 す る 同 項 第

十 八 号 に 規 定 す る 電 気 工 作 物

ハ 電 気 通 信 事 業 法 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 設 備

九 前 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う 者 が 使 用 す る 道 の 管 理 業 務

( 届 出 の 方 法 )

第 三 条 条 例 第 六 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 登 山 届 ( 同 項 の 届 出 事 項 を 記 載 し た 書 面 を い う 。 ) を 、 知 事 若 し く

は 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ り 委 託 を 受 け た 者 ( 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 「 知 事 等 」 と い う 。 ) に 提 出 す る 方 法 又 は

当 該 登 山 届 を 入 れ る た め 登 山 道 等 に 設 置 さ れ た 箱 に 入 れ る 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

2 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 同 項 の 届 出 は 、 警 察 本 部 長 又 は 警 察 署 長 ( 次 項 及 び 第 四 項 に お い て 「 警 察 本 部 長 等 」

と い う 。 ) を 経 由 し て 行 う こ と が で き る 。

3 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 フ ァ ク シ ミ リ 装 置 又 は 電 子 情 報 処 理 組 織

( 知 事 等 又 は 警 察 本 部 長 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 ( 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) と 当 該 届 出

を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ) を

使 用 し て 行 う こ と が で き る 。

4 前 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 ( 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う も の に 限 る 。 ) は 、 同 項 の 知 事 等 又 は 警 察 本

部 長 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記 録 が さ れ た 時 に 当 該 知 事 等 又 は 当 該 警 察 本 部 長 等 に 到

達 し た も の と み な す 。

5 条 例 第 六 条 第 一 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 及 び フ ァ ク シ ミ リ 装 置 又 は 電 子 情 報 処 理 組

織 ( 同 条 第 一 項 後 段 の 登 山 活 動 団 体 又 は 行 政 機 関 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 ( 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ) と 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報

処 理 組 織 を い う 。 ) を 使 用 す る 方 法 と す る 。

6 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。

( 委 任 )

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

八
石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 本谷 正 憲

石 川 県 規 則 第 六 号

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 ( 平 成 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し 中 「 公 告 」 を 「 公 告 等 」 に 改 め 、 同 条 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 を 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項

と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

法 第 十 条 第 一 項 の 設 立 の 認 証 ( 法 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 定 款 の 変 更 の 認 証 及 び 法 第 三 十 四 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 合 併 の 認 証 を 含 む 。 ) の 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 旨 及 び 法 第 十 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 し 、 及

び イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に よ り 公 表 す る も の と す る 。

第 十 一 条 の 見 出 し 中 「 就 職 」 を 「 就 任 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 二 項 中 「 仮 認 定 」 を 「 特 例 認 定 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 三 項 を 削 る 。

第 二 十 二 条 中 「 別 記 様 式 第 二 十 一 号 」 を 「 別 記 様 式 第 二 十 号 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 連 」 を 「 燕 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 7 中 「 荷 崩 同 議 同 署 、 時 差 部 器 開 昨 〉 」 を 「 議 事 制 〆 同 議 冊 溝 、 時 刊 一」

部 哩 務 〉 」 に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 四 号 備 考 4 中 「 合 同 開 同 事 同 特 昧 棉 一 」 部 響 評 〉 致 」 を 「 講 習 」 割 削 キ 尚 溝 、 時 主 部 哩 静 〉 込 山 」 に 改 め 、 同 様 式 備

考 4 川 中 「 合 同 制 同 事 同 判 珠 山 主 部 響 跨 〉 」 を 「 本 主 制 同 事 同 山 帯 、 畔 主 計 叩 哩 跨 〉 」 に 、 「 合 同 開 冊 、 ) 」 を 「 帯 主 割 削 3 」 に 改

め 、 同 様 式 備 考 4ω 中 「 南 関 同 」 を 「 草 萱 割 削 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 4ω 中 「 ( 均 気 ) ゆ 盤 致 川 刷 出 Z E l司 3 統 ゆ 打 電

向 日
0
) 」 を 削 り 、 同 様 式 備 考 4 凶 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 品 ) ヨ 揖 司 ↑ 円 満 圧 「 汁 同 筒 、 ) 時 滞 z h m鞘 ω 畑 打 溢 尚 J 叶 山 山 嚇 避 3 M 制 「

別 記 様 式 第 五 号 中 「 連 」 を 「 燕 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 4 中 「 由 説 明 尚 本 尚 判 、 時 差 部 器 跨 〉 」 を 「 帯 主 制 品 川 事 前 溝 、 時 制 一」

部 響 跨 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 の 二 中 「 連 」 を 「 燕 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 3 中 「 南 関 冊 キ 冊 幕 時 主 部 響 跨 〉 」 を 「 帯 主 割 削 帯 雨 U F 甘

味 主 部 器 務 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 の 三 中 「 連 」 を 「 鶏 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 4 中 「 南 関 同 事 同 署 時 主 部 側 世 間 賠 〉 」 を 「 議 事 関 同 議 同 署

時 差 部 哩 跨 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 八 号 中 「 部 戦 〉 掛 門 事 面 圧 酬明 」 を 「d 制 覇 〉 樗 甫 副 圧 嚇 」 に 、 「 律 事 「 汁 」 を 「 津 市 「 汁 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 二 号 ( 裏 面 ) 中 「 合 同 開 削 帯 雨 神 時 芝 日 響 評 〉 」 を 「 帯 主 制 同 事 岡 山 守 時 主 部 響 評 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 三 号 中 「 濡 」 を 「 燕 」 に 、 「 世 間 関 同 3 社 浦 」 を 「 帯 主 割 削 3 朴 浦 」 に 、 「 合 同 開 削 除 」 を 「 帯 主 割 前 品 川 」

に 、 「 南 関 尚 婦 五 」 を 「 帯 主 酬 明 同 国 対 五 」 に 改 め 、 同 様 式 ( 注 意 事 項 ) 中 「 合 同 開 削 」 を 「 帯 主 割 削 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 四 号 中 「 合 同 開 削 帯 同 神 珠 山 吉 」 部 響 路 〉 」 を 「 本 主 割 削 帯 雨 鴇 珠 山 明一 」 部 響 汗 〉 」 に 、 「 δ 合 同 開 同 時 」 を 「 δ

帯 主 割 削 品 川 」 に 、 「 漣 」 を 「 鶏 」 に 、 「 合 同 開 尚 、 ) 」 を 「 帯 主 割 削 3 」 に 、 「 苅 割 削 一 「 汁 」 を 「 本 主 凶 〆 尚 品 川 「 汁 」 に 改 め 、

同 様 式 ( 注 意 事 項 ) 中 「 合 同 割 前 丑 部 嚇 」 を 「 帯 主 割 前 丑 甜 嚇 」 に 、 「 間 関 削 除 」 を 「 本 書 割 削 除 」 に 改 め 、 同 様 式

( 仮 認 定 申 請 書 次 葉 ) 中 「 南 関 尚 吾 耕 酬 湾 鵜 」 を 「 議 事 関 尚 吾 耕 酬 対 鵜 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 六 号 中 「 南 郡 岡 本 同 特 時 制 一 」 白 煙 跨 〉 3 」 を 「 議 車 問 〆 尚 一 本 尚 溝 、 時 制 一」 部 器 時 〉 δ 」 に 、 「 連 」 を 「 鶏 」 に 、

「 ( 合 同 開 削 ご を 「 ( 事 室 割 削 ご に 改 め 、 同 様 式 ( 注 意 事 項 ) 中 「 合 同 割 削 帯 雨 特 珠 山 骨 一」 部 響 跨 〉 」 を 「 事 室 割 前 帯 雨 特 昧

棉一 」 部 響 跨 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 七 号 中 「 合 同 制 尚 議 尚 靴 、 時 主 部 響 跨 〉 」 を 「 事 室 開 尚 本 尚 課 、 時 主 部 響 評 〉 」 に 、 「 薄 」 を 「 燕 」 に 、

「 ( 間 関 前 ご を 「 ( 事 室 開 削 ご に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 八 号 中 「 間 関 岡 本 同 特 時 柑 一 」 日 響 評 〉 3 」 を 「 本 車 関 同 議 尚 鴇 時 差 部 理 静 〉 δ 」 に 、 「 漣 」 を 「 鶏 」 に 、

「 ( 合 同 割 削 ご を 「 ( 帯 主 割 削 ご に 改 め 、 「 ( ホ 3 h w 強 引 吹 川 町 M M Z E 4 川 見 ) 瀦 ゆ 一 円 軍 内 山 。 ) 」 を 削 り 、 同 様 式 ( 注 意 事 項 ) 中

「 合 同 開 同 事 同 特 時 棉 一」 部 響 跨 〉 」 及 び 「 合 同 制 同 事 情 井 部 響 符 〉 」 を 「 帯 主 割 問 事 同 特 昧 主 部 響 評 〉 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 九 号 中 「 南 関 同 事 同 特 珠 山 主 部 響 評 〉 」 を 「 本 主 関 同 意 同 川 平 甘 味 主 部 響 評 〉 」 に 、 「 潮 岬 」 を 「 燕 」 に 、 「 割

冊 ( 南 関 同 ) 雨 明 油 田 」 を 「 割 削 ( 本 草 剤 〆 尚 一 ) 有 油 田 」 に 、 「 ( 合 同 制 尚 ) 3 」 を 「 ( 本 草 剤 品 川 ) 3 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 十 号 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 十 一 号 中 「 潮 岬 」 を 「 鶏 」 に 、 「 関 尚 ( 苅 割 削 ) 雨 明 油 田 」 を 「 割 削 ( 帯 主 開 尚 ) 有 油 田 」 に 、 「 口 南 関 尚 」

「 割 前 「 関 尚

を 「 日 本 車 問 〆 耐 」 に 、 ・ を ・ に 改 め 、 同 様 式 ( 注 意 事 項 ) 中 「 南 関 同 帯 同 特 時 主 面 倒 世 汗 〉 」 を

世 阿 部 J 尚 」 キ 亘 割 削 」

「 諜 車 関 同 事 尚 鴇 珠 山 互 部 理 時 〉 」 に 改 め 、 同 様 式 ( 合 併 認 定 申 請 書 次 葉 ) 中 「 苅 割 削 」 を 「 諜 主 関 同 」 に 改 め 、 同 様

式 を 別 記 様 式 第 二 十 号 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 七 号

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 ( 平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 三 十 四 号 ) の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 の 見 出 し を 「 ( 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 の 変 更 の 届 出 ご に 改 め る 。

第 七 条 の 二 の 見 出 し を 「 ( 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退 ご に 改 め 、 同 条 中 「 辞 退 申 出 は 、 別 記 様 式 第 六 号



中
b 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 N ω 由 ( 対 語 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

( そ の こ か ら 別 記 様 式 第 六 号 ( そ の 三 ご を 「 辞 退 の 申 出 は 、 別 記 様 式 第 七 号 ( そ の こ か ら 別 記 様 式 第 七 号 ( そ

の 三 ご に 改 め 、 同 条 を 第 七 条 の 三 と す る 。

第 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 の 休 止 、 廃 止 又 は 再 開 の 届 出 等 )

第 七 条 の 二 省 令 第 六 十 三 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 六 号 ( そ の こ か ら 別 記 様 式 第 六 号 ( そ の 四 ) ま で に

よ り 行 う も の と す る 。

別 記 様 式 第 一 号 の 二 中 「 昨 日 冷 端 」 の 次 に 了 得 減 龍 部 川 河 踊 〉 曜 」 を 加 え る 。

別 記 様 式 第 六 号 ( そ の 一 一 一 ) 中 「 獄 、 吋 冷 3 N 耳 東 」 を 「 灘 、 吋 冷 δ ω 温 索 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 七 号 ( そ の 三 )

と す る 。

別 記 様 式 第 六 号 ( そ の 二 ) 中 「 獄 、 吋 冷 3 N E 東 」 を 「 獄 、 吋 冷 3 ω 冨 索 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 七 号 ( そ の 二 )

と す る 。

別 記 様 式 第 六 号 ( そ の こ 中 「 獄 、 吋 治 3 N 盟 系 」 を 「 油 、 吋 治 3 ω 富 市対 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 七 号 ( そ の こ

と す る 。

別 記 様 式 第 五 号 ( そ の 三 ) の 次 に 次 の 四 様 式 を 加 え る 。



平成 29年 3月 23日(木曜日) 石川県 公報

別記様式第6号(その 1) (第 7条の 2関係)

指定自立支援医療機関<休止・廃止・再開>届出書(病院又は診療所)

石川県知事様

届出者(開設者)

住所

(主たる事務所の所在地)

氏名

(名称及び代表者の氏名)

号 タト

年月日

⑮ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定により、次のとおり届け

出ます。

名 称

保険医療機 関

所 在 地

住 所

開 設 者
氏名又は

名 称

休止・廃止・再開する 1 育成医療と更生医療 3 育成医療のみ

自立支援 医療の種類 2 精神通院医療 4 更生医療のみ

届 出 の 内 谷行.". 休止 廃止 再開

休止・廃止・再開する

担 当 医 療 の 種 類

(育成医療又は更生医療に限る。)

休止・廃止・再開年月日

休 止 ・ 廃 止・再開の理由

備考

1 I休止・廃止・再開する自立支援医療の種類」欄及び 「届出の内容」欄は、該当するものをO印で囲んで

ください。

2 精神通院医療の届出については、「休止・廃止・再開する担当医療の種類」欄は記載不要です。



平成 29年 3月 23日(木曜日) 石川県 公報

別記様式第6号(その 2) (第 7条の 2関係)

指定自立支援医療機関<休止・廃止・再開>届出書(薬局)

石川県知事様

届出者(開設者)

住所

(主たる事務所の所在地)

氏名

(名称及び代表者の氏名)

号 タト

年月日

⑮ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定により、次のとおり届け

出ます。

名 称

保 険 薬 局

所 在 地

住 所

開 設 者
氏名又は

名 称

休止・廃止・再開する 1 育成医療と更生医療 3 育成医療のみ

自立支援 医療の種類 2 精神通院医療 4 更生医療のみ

届 出 の 内 谷行.". 休止 廃止 再開

休止・廃止・再開年月日

休 止 ・ 廃 止・再開の理由

備考 「休止・廃止・再開する自立支援医療の種類J欄及び 「届出の内容J欄は、該当するものをO印で囲んで

ください。



平成 29年 3月 23日(木曜日) 石川県 公報 号 タト

別記様式第6号(その 3) (第 7条の 2関係)

指定自立支援医療機関<休止・廃止・再開>届出書(指定訪問看護事業者等)

石川県知事様

届出者(開設者)

住所

(主たる事務所の所在地)

氏名

(名称及び代表者の氏名)

年月日

⑮ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定により、次のとおり届け

出ます。

指定訪問看 護 名 称

事業者・指定居宅

サービス事業者 所 在 地

訪 問 看 5隻
名 称

ステーショ ン等
所 在 地

休止・廃止・再開する 1 育成医療と更生医療 3 育成医療のみ

自立支援 医療の種類 2 精神通院医療 4 更生医療のみ

届 出 の 内 谷行.". 休止 廃止 再開

休止・廃止・再開年月日

休 止 ・ 廃 止・再開の理由

備考 「休止・廃止・再開する自立支援医療の種類J欄及び 「届出の内容J欄は、該当するものをO印で囲んで

ください。
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1
 附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

改 正 前 の 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、

な お 当 分 の 問 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

2
 

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 規 則 第 八 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規

則 第 五 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

士口
⑨
 

憲



平成 29年 3月 23日(木曜日) 石川県 公報 号 タト
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同いの。

主張 1 <<*モト 「燃国廊」会J 1撚川恒」 以部去の。

冨鵬首長 |剖 H モト「情緒障害児短期治療施設、 J~ 1児童心理治療施設、」とよ「情緒障害児短期治療施設通所部」

必J 1児童心理治療施設通所部」以話交'[ig:縦士活N モト 「入所児童(者)処遇特別加算費J8告訴以「、第三者評価受審

加算費、賃貸借加算費」会l主要吋， 1及び保育機能強化加算費」必J 1、保育機能強化加算費及び一時保護実施特別加

算費」 己認定'[ig:刑者土誌のモト 「第 5条の 4の 2第 5項」会J 1第 5条の 4の 2第 6項」以話玉γE榔:七日叩主任 1(同項

第 2号及び第 3号にあっては、 地方税法第314条の 7第 1項第 2号に規定する寄附金に限る。)、」会J1、J f)部Q'

E術:副司きモト 「から第 3項まで」必J1、第 2項、第 6項及び第24項J~' 1第 4項及び第 5項」会J1第 5項及び第

6項J~' 1及び第 2項、」州「及び第 3項並びにJ~' 1第 2工頁並びに第41条の19の 5第 1項」会J1第 3 項J~括

返'[ig:縦士誌でr~丑「附則第 12条 J 8 告訴~ I、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第 5 号)附則第59条

第 1項及び第60条第 1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第 1項、第77

条第 1項及び第 2項、第80条、第81条並びに第82条第 1項」州異吋， [ig:-ll隠:七日。モト「情緒障害児短期治療施設」会)

「児童心理治療施設」以恒常時。

亘鵬首眠11匁;lC¥]モト 「第 5条の 4の 2第 5項」会J 1第 5条の 4の 2第 6項」斗話交， [ig:il1曜制∞三モト 1(同項第 2号及

び第 3号にあっては、地方税法第314条の 7第 1項第 2号に規定する寄附金に限る。)、」会J1、J~括公， [ig:j縦士誌の

さモト「から第 3項までJ~ 1、第 2項、第6項及び第24項J~' 1第 4項及び第 5項」会J1第 5項及び第 6項」土J

「及び第 2項、」会J1及び第 3項並びにJ~' 1第 2項並びに第41条の19の 5第 1項」会J1第 3項J~都台'[ig:縦士討

のきモト 「附則第12条J8 室長~ I、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第 5 号) 附則第四条第 1 項及び

第60条第 1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第 1項、第77条第 1項及

び第 2項、第80条、第81条並びに第82条第 1項」会)高州防。

(虫制鯉2単巡土建!と票~8 1 器部同)

総11婿 E4細胞禅場奨!と票置(習再K十 1 1 掛一同 ~l!!!K~寝置華民 1 1 +<nわ) 8 1 話会l女~8 ム1，，(""\己主)1司令tQ。

総 1，米811召ー 「華民K保e回線 11罫」必J1組~ iく婿 8 E?J J ~話交の。

線十回《モト 「異，I'<!'J会JI!と二'J ~' 11宮g)S:継会l黒吋-¥1JキJ4.:! J会J1矧橋 |官g)S:縦長J!と4ミキJ4.:!J~話公'[ig:州~~

告訴 8 1 郎会)王~'I'<! tQ。

C¥] 1~甲車 e曜もぜ坦'剥華民川十 111 吋~~く官、再認む撚長町、 8 寝{1:';/~.L6tQ 1世g)S:粧品lk小型尽40斗やニν掛Bf'-rtQ。

冨岡謎hl線十同n]t>(1園時)モト 「前条第 1項の規定による出頭の求めに応じなし、」会J 1正当な理由なく同項の規定に

よる児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したJ~' 
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「又はその」会J I、又はそのJL!.話交の。

亘同様世話長十4くat:> (将l長)叩モト「を加えた」会J Iが行われた」己都去の。

(時三l!!!K剛容器取~C 11詰話トヰ)

緑川猟 ト尽ミl!!!K副署悪事里蛋(盟長十〈十川崎同三Eま$Z~華民く恥) C 11主必l告訴Q吋小L!.話回ヤl{o。

主民く《華民 I 1胃、モト「線 1 1 十同州~C聴{\!;/J 会J I華民11十同様様 I1部Q聴{慢」 己話公l{o。

(二Jふや け， ÄJ .，d)謹<(\0胡(~~翌日三事z~C 11主語同)

~田保 二__)-S-+ミトト ÄJ .，d)誕命保$:~要!とE安置(併世十長崎同三l!!!K~長直線長ロや) C 11詰必j告訴Qム1，'" L!.話回かの。

冨岡空~hl首長 1 1 十 1 1 日や(1蝋)モト「第 13条第 2 項各号」会J I第13条第 3項各号JL!.括公的。

(E4制思ギ銀総e秘主室岡~~樹立岨 L!.mÆ~l{ò瑚耕4証J{\!;/~l{o<<*恵慢に転亘C11詰主主同)

紙同<<* !!!;~岡!日l!!:;，単捜結 e 結~同巡る捌如上l mÆ，眠時醐望昨今み)判官時様車鍵!と事雪量(併怪 11 十国社ト ト尽ミ民事雪量撚4く十fJr:iや) C 

|話会j気C.L-f小己主主同炉心。

総 1 1 + 1 婿 C 眠B__)肖わ総11 + 11蝋 C IlI民 B__)モト「準君~ilÆI:制EE!劇寮4E録主要脳」必J I!!!:剤耐Q容。現世長退絡」以部去の。

主 E

)JC~思~:t!'住ト蛍 1 1 +-F母国民 1 1耳兵心湿!とかの。 ~;>}_j ~感 | 点在同三l!!!K!!!; ~副胆ギ土望日出担l1='L!.mAヤ心細E主題昼寝E

a;1l1者総 1;出C\I'土討の戸当む組可制む上iE引当組長 1 1 C福岡寝{ぜ棋 1 1 ボ(!!!;細腰$'J_土返禦!と票直線 1 1米 C1 1 C福岡寝担割~I@:

$z置線十田端e主主同$Z~回(I@:吋~L!. 1 1胃、会J~吋の話くRL!.監の。 )必l鑑V
O

)' 組長川崎4樹~L!.線田彬 C~寝{\!;/i!' <-1 ~寺 Cooiミ

心寝!とかの。

環境部(水道用水供給事業)

石川県企業管理規程第 1号

石川県企業職員の給与に関する規程(昭和42年石川県電気事業管理規程第4号)及び石川県企業職員就業規程(昭

和46年石川県電気事業管理規程第 1号)の一部を次のように改正する。

平成29年 3月23日

石川県知事 谷 本 正 憲

(石川県企業職員の給与に関する規程の一部改正)

第 1条 石川県企業職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。

第 2条第2項中 「。 以下この項において 「育児休業法Jという。Jを削り、 I(育児休業法Jを I(同法Jに改め、

「、特別養子縁組休暇(職員が民法(明治29年法律第89号)第817条の 2第 1項に規定する特別養子縁組の成立の

請求を行い、養子となる者の監護者(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第166条第 1項の規定により選任さ

れた監護者をしづ。)として当該養子となる者を監護するため、石川県企業職員就業規程(昭和46年石川県電気事

業管理規程第 1号)第 2条第 1項に規定する勤務時間のうち育児休業法第10条第 1項各号に掲げるいずれかの勤務

の形態における勤務時間を除いた時間について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)

を与えられた職員及び育児休業法j を 「及び同法Jに改める。

第 3条の表備考 8(2)中 「石川県企業職員就業規程」の次に I(昭和46年石川県電気事業管理規程第 1号)Jを加え

る。

(石川県企業職員就業規程の一部改正)

第 2条 石川県企業職員就業規程の一部を次のように改正する。

第 7条中 「、特別養子縁組休暇」を削る。

第11条第 1項第12号中 「第15号、第16号、第21号並びに別表第4号、第 7号、第 8号及び備考 5においてJを

「第11条第 1項第17号及び第11条の 2第 1項第3号並びに別表第 9号並びに備考 1及び3を除き、以下」に改める。

第11条の 3を削り、第11条の 4を第11条の 3とし、第11条の 5から第11条の 9までを 1条ずつ繰り上げる。

第13条の 2の見出し中 「を行う職員のj を 「又は介護を行う職員の深夜勤務及びJに改め、同条中 「除く j の次

に 「。 次項において同じJを加え、同条を同条第 2項とし、同条に第 1項として次の 1項を加える。

小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 (職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時か

ら翌日の午前 5時までの聞をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することがで

きるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く 。)が、当該子を養育するために請求した

場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
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第13条の 2に次の 2項を加える。

3 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をし

た職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、 1月について24時間、 1年に

ついて150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前 3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第 1項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前 5時

までの聞をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別

に定める者に該当する場合における当該職員を除く 。)Jとあるのは「要介護者のある職員Jと、「、当該子を養

育するJとあるのは 「、当該要介護者を介護するJと、「深夜にJとあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前

5時までの聞をいう。)に」と、第 2項中 13歳に満たない子」とあるのは 「要介護者」と、「子を養育する」と

あるのは「要介護者を介護する」と、 「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中 「小学校就学の始期に達するまでの子」とあ

るのは「要介護者」と、「子を養育する」とあるのは 「要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

第13条の 3を削る。

第24条中 「の適用」を I(昭和32年石川県条例第38号)の適用」に改める。

別表備考5中 「第6条の4第 1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者J

を 「第 6条の4第 2号に規定する養子縁組里親である者」に、 「同条第 2項」を 「同条第 1号Jに改め、「ある者 (J

の次に 「児童の親その他の」を加え、 「養子縁組によって養親となることを希望している者として」を 「同法第6

条の4第 2号に規定する養子縁組里親としてJに改める。

附則

この規程は、平成29年4月 1日から施行する。
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